
令和４年度 甲府市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見 

 

 

１  審査の種類 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3条第 1項の規定に基づく健全化判断比

率審査及び同法第 22条第 1項の規定に基づく資金不足比率審査 

 

２  審査の対象 

（１）実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健

全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

（２）次の各会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

甲府市地方卸売市場事業会計 

甲府市病院事業会計 

甲府市下水道事業会計 

甲府市水道事業会計 

甲府市簡易水道等事業会計 

甲府市農業集落排水事業特別会計 

甲府市浄化槽事業特別会計 

 

３  審査の着眼点 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定された健全化判断比率及び

資金不足比率について、算定の基礎となる書類を検証し、指標値の正確性、正当性、適

切性を審査する。 

 

４  審査の方法 

審査に付された各比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類に基づき、関係

職員から説明を聴取し、算定過程及び算定要素の正否確認等、適正に作成されているか

を主眼として審査した。 

 

５  審査の実施場所及び日程 

 （１）実施場所 

    本庁舎監査室 

 

 （２）日程 

    令和 5年 7月 18日から令和 5年 8月 1日まで 

 

 

 

 



６  審査の結果 

審査に付された以下の健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項

を記載した書類は、いずれも法令等に基づき適正に作成されているものと認められた。 

その概要及び意見は、次のとおりである。 

 

（１）健全化判断比率の状況 

                                  （単位：％） 

区 分 令和４年度 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率 ― 11.35 20.00 

連結実質赤字比率 ― 16.35 30.00 

実質公債費比率 8.0 25.0 35.0 

将来負担比率 24.2 350.0  

 

実質赤字比率、連結実質赤字比率については、赤字額が生じていないため算定されな

い。 

  実質公債費比率、将来負担比率については、早期健全化基準を下回っている。 

  なお、各指標の詳細は、次のとおりである。 



○ 実質赤字比率 

ア 一般会計等の実質収支額                      （単位：千円） 

 

                                   （単位：千円） 

イ 標準財政規模 44,849,728 

 うち臨時財政対策債発行可能額 1,856,889 

 

                                     （単位：％） 

ウ 実質赤字比率 ― 

注：実質赤字額がない場合は、「－」を記載している。 

 

【算定式】 

           一般会計等の実質赤字額 アのＥ欄の合計 

   実質赤字比率 ウ ＝  

                      標準財政規模 イ 

区  分 

歳入総額 

 

 

Ａ 

歳出総額 

 

 

Ｂ 

歳入歳出 

差引額 

 

Ｃ（Ａ－Ｂ） 

翌年度へ 

繰り越す 

べき財源 

Ｄ 

実質収支額 

 

 

Ｅ（Ｃ－Ｄ） 

一般会計 90,255,851 88,293,596 1,962,255 213,961 1,748,294 

住宅新築資金等貸

付事業特別会計 
43,321 43,321 0 0 0 

母子父子寡婦福祉

資金貸付事業特別

会計 

39,841 4,409 35,432 0 35,432 

合  計 90,339,013 88,341,326 1,997,687 213,961 1,783,726 



○ 連結実質赤字比率 

                                   （単位：千円） 

区  分 金  額 備  考 

ア 一般会計等に係る実質収支額  1,783,726  

イ 
一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る

特別会計以外の会計に係る実質収支額(①～④) 
1,633,832  

 ① 国民健康保険事業特別会計 689,480  

 ② 交通災害共済事業特別会計 0  

 ③ 介護保険事業特別会計 939,555  

 ④ 後期高齢者医療事業特別会計 4,797  

ウ 
一般会計等以外の特別会計のうち公営企業会計に

係る資金不足額又は資金剰余額(⑤～⑪) 
8,995,624  

 ⑤ 水道事業会計 5,138,621  

 ⑥ 病院事業会計  893,583   

 ⑦ 地方卸売市場事業会計 211,670  

 ⑧ 下水道事業会計 2,715,192  

 ⑨ 簡易水道等事業会計 22,858  

 ⑩ 農業集落排水事業特別会計 9,300  

 ⑪ 浄化槽事業特別会計 4,400  

エ 標準財政規模 44,849,728 
臨時財政対策債発

行可能額を含む 

 

                                    （単位：％） 

オ 連結実質赤字比率 ― 

注：連結実質赤字額がない場合は、「－」を記載している。 

 

【算定式】 

                   連結実質赤字額 （ア ＋ イ ＋ ウ） 

   連結実質赤字比率 オ ＝  

                       標準財政規模 エ 



○ 実質公債費比率 

                                   （単位：千円） 

 区  分 金  額 備  考 

ア 
地方債の元利償還金 

(公債費充当一般財源等額) 
8,384,549 

繰上償還額及び満期一括償還

地方債の元金を除く 

イ 準元利償還金 4,206,222 
公営企業に要する地方債償還

充当繰入金等 

ウ 
元利償還金又は準元利償還金に充てら

れる特定財源 
2,014,786  

エ 
基準財政需要額に算入された公債費及

び準公債費 
7,277,598 

災害復旧費等に係る基準財政

需要額等 

オ 標準財政規模 44,849,728 
臨時財政対策債発行可能額を

含む 

 

（単位：％） 

カ 実質公債費比率（単年度） 8.77881 
令和 2年度  7.23488 

令和 3年度  7.99787 

キ 実質公債費比率（３か年平均） 8.0  

 

【算定式】 

                    （ア＋イ）－（ウ＋エ） 

   実質公債費比率（単年度） カ ＝ 

                       オ － エ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ 将来負担比率 

                                    （単位：千円） 

区  分 金  額 備  考 

ア 一般会計等に係る地方債の現在高 72,352,218  

イ 債務負担行為に基づく支出予定額 0  

ウ 
一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充て

るための一般会計等からの繰入見込額 
26,914,997 

下水道事業会計等へ

の繰入見込額 

エ 
組合又は地方開発事業団が起こした地方債の償還に係

る地方公共団体の負担見込額 
5,701,451 

甲府・峡東地域ごみ

処理施設事務組合等 

オ 退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額 11,456,589 
一般会計等対象職員

（市長部局、教育委

員会等） 

カ 設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見込額 9,199 
笛吹川沿岸土地改良

区 

キ 連結実質赤字額 0  

ク 組合等の連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額 0  

ケ 地方債の償還額等に充当可能な基金の残高の合計額 18,940,770 
財政調整基金、甲府

市土地開発基金等 

コ 地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入見込額 14,537,486 
都市計画税、住宅使

用料等 

サ 
地方債の償還額等に要する経費として基準財政需要額

に算入されることが見込まれる額 
73,831,803  

シ 標準財政規模 44,849,728 
臨時財政対策債発行

可能額を含む 

ス 基準財政需要額に算入された公債費及び準公債費 7,277,598  

 

（単位：％） 

セ 将来負担比率 24.2 

 

【算定式】 

             （ア＋イ＋ウ＋エ＋オ＋カ＋キ＋ク） － （ケ＋コ＋サ） 

   将来負担比率 セ ＝ 

                        シ － ス 

 

 



（２）資金不足比率の状況 

                                    （単位：％） 

区  分 令和４年度 経営健全化基準 

甲府市地方卸売市場事業会計 ― 

20.0 

甲府市病院事業会計 ― 

甲府市下水道事業会計 ― 

甲府市水道事業会計 ― 

甲府市簡易水道等事業会計 ― 

甲府市農業集落排水事業特別会計 ― 

甲府市浄化槽事業特別会計 ― 

各会計については、資金不足が生じないため算定されない。 

なお、資金不足比率の詳細は次のとおりである。 

 

○ 法適用企業 

①資金不足額                            （単位：千円） 

区  分 

流動負債か

ら控除企業

債等の額を

除いたもの 

Ａ 

建設改良費以外

の経費に充てる

ために起こした

地方債の現在高 

Ｂ 

流動資産から

控除財源等の

額を除いたも

の 

  Ｃ 

解消可

能資金

不足額 

 

Ｄ 

資金不足額 

（△（マイナス）の

場合は資金剰余額） 

 

Ｅ（Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ） 

水道事業会計 992,793 0 6,131,414 0 △5,138,621 

病院事業会計 1,386,410 393,973 2,673,966 0 △893,583 

地方卸売市場事業会計 70,672 0 282,342 0 △211,670 

下水道事業会計 818,280 0 3,533,472 0 △2,715,192 

簡易水道等事業会計 10,181 0 33,039 0 △22,858 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②事業の規模                               （単位：千円） 

区  分 

営業収益の額 

 

Ｆ 

受託工事 

収益の額 

Ｇ 

事業の規模 

 

Ｈ（Ｆ－Ｇ） 

備  考 

水道事業会計 4,349,524 33,276 4,316,248  

病院事業会計 7,654,764 0 7,654,764  

地方卸売市場事業会計 222,346 0 222,346  

下水道事業会計 3,911,025 0 3,911,025  

簡易水道等事業会計 3,631 0 3,631  

 

③資金不足比率                      （単位：％） 

水道事業会計 ― 

病院事業会計 ― 

地方卸売市場事業会計 ― 

下水道事業会計 ― 

簡易水道等事業会計 ― 

注：資金不足がない場合は、「－」を記載している。 

 

【算定式】 

                Ｅ 資金不足額 

   資金不足比率 ③ ＝                    

  Ｈ 事業の規模 

 

〇 法非適用企業 

①資金不足額                              （単位：千円） 

区  分 

歳出額 

 

 

 

 

Ａ 

建設改良費以

外の経費に充

てるために起

こした地方債

の現在高 

Ｂ 

歳入額 

 

 

 

 

Ｃ 

翌年度へ

繰り越す

べき財源 

 

 

Ｄ 

資金不足額 

（△（マイナス）の

場合は資金剰余額） 

 

   Ｅ 

(Ａ+Ｂ-(Ｃ-Ｄ)） 

農業集落排水事業特別会計 27,975 0 37,275 0 △9,300 

浄化槽事業特別会計 26,987 0 31,387 0 △4,400 

 

 



②事業の規模                             （単位：千円） 

区  分 

営業収益の額 

 

Ｆ 

受託工事 

収益の額 

Ｇ 

事業の規模 

 

Ｈ（Ｆ－Ｇ） 

備  考 

農業集落排水事業特別会計 5,432 0 5,432  

浄化槽事業特別会計 6,984 0 6,984  

 

③資金不足比率                       （単位：％） 

農業集落排水事業特別会計 ― 

浄化槽事業特別会計 ― 

注：資金不足がない場合は、「－」を記載している。 

 

【算定式】 

                Ｅ 資金不足額 

   資金不足比率 ③ ＝                    

  Ｈ 事業の規模 

 

 

む す び 

 

 令和 4年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率については、実質赤字比率、連

結実質赤字比率及び資金不足比率は、赤字あるいは資金不足が発生していないため算定さ

れない。 

 実質公債費比率は 8.0％で、前年度に比べ 0.4ポイントの増、将来負担比率は 24.2％で、

前年度に比べ 17.4ポイントの減となり、いずれも早期健全化基準を下回っている。 

 なお、総務省から令和 4年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要（確報）

は発表されていないが、令和3年度の全国市区町村における実質公債費比率の平均は5.5％

で、将来負担比率の平均は 15.4％である。 

 

 令和 4年度健全化判断比率及び資金不足比率を審査した結果、主な意見は次のとおりで

ある。 

 

令和 4年度の決算において、一般会計等の実質赤字比率と、一般会計等に公営事業会計

を含めた連結実質赤字比率は、いずれも赤字が生じていなかったため、算定されていない。

また、実質公債費比率は 8.0％で令和 3年度よりも 0.4ポイント上昇しているものの、将

来負担比率は 24.2％で令和 3年度よりも 17.4ポイント低下している。 



特に将来負担比率については、今後、横ばいで推移すると見込まれるが、公共施設の更

新などの大型事業を控えていることから、中長期的な視点に立ち、健全な財政運営の維持

に努めること。 

 

 

 

 

 

 

（参考） 健全化判断比率及び資金不足比率の状況 

                                 （単位：％） 

区  分 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

実 質 赤 字 比 率 ― ― ― 

連結実質赤字比率 ― ― ― 

実質公債費比率 8.0 7.6 7.0 

将 来 負 担 比 率 24.2 41.6 58.2 

資 金 不 足 比 率 ― ― ― 

注：赤字額及び資金不足額がない場合は、「－」を記載している。 


